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Ⅰ
　
は
じ
め
に

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
（以
下
「番

号
法
」
）
が
い
よ
い
よ
本
年
�

月
か
ら
国
民
に
番
号
が
通
知
さ

れ
、
来
年
１
月
か
ら
利
用
が
開

始
さ
れ
る
予
定
と
な
っ
て
い

る
。
我
々
税
理
士
や
顧
客
は
、

制
度
を
理
解
し
、適
切
な
準
備
、

対
応
を
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
番

号
の
実
務
上
の
取
扱
い
の
要
点

を
確
認
し
て
み
た
い
。

Ⅱ
　
個
人
番
号
を
取
り
扱
う
事

業
者

　
番
号
を
取
扱
う
立
場
と
し

て
、
①
「
個
人
番
号
利
用
事
務

実
施
者
」⇒

税
務
署
や
他
行
政

機
関
等
が
、
業
務
利
用
す
る
立

場
、
②
「
個
人
番
号
関
係
事
務

実
施
者
」⇒

民
間
会
社
等
、
行

政
機
関
が
業
務
利
用
す
る
た
め

に
補
助
的
に
扱
う
立
場
が
あ

る
。
我
々
税
理
士
や
顧
客
は
基

本
的
に
②
の
立
場
と
な
ろ
う
。

Ⅲ
　
「
特
定
個
人
情
報
の
適
正

な
取
扱
い
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
（
事
業
者
編
）
」
の
概
要

　
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
事
業

者
が
特
定
個
人
情
報
の
適
正
な

取
扱
い
を
確
保
す
る
た
め
の
具

体
的
な
指
針
を
定
め
た
も
の
で

あ
る
。
以
下
要
旨
。

【
取
得
】
「
特
定
個
人
情
報
の

提
供
制
限
」⇒

従
業
員
等
は
、

事
業
者
に
対
し
、
自
己
や
扶
養

親
族
の
個
人
番
号
を
記
載
し
た

扶
養
控
除
等
申
告
書
を
提
出
す

る
等
の
場
合
を
除
き
特
定
個
人

情
報
を
提
供
し
て
は
な
ら
な

い
。
ま
た
、
「
個
人
番
号
の
提

供
の
求
め
の
制
限
」⇒

何
人
も

番
号
法
で
定
め
ら
れ
た
場
合
を

除
き
特
定
個
人
情
報
の
提
供
を

求
め
て
は
な
ら
な
い
。た
だ
し
、

子
、
配
偶
者
等
の
自
己
と
同
一

の
世
帯
に
属
す
る
者
に
対
し
て

は
、
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で

き
る
。

【
委
託
】
個
人
番
号
関
係
事
務

の
委
託
者
は
、
委
託
先
に
お
い

て
、
安
全
措
置
が
講
じ
ら
れ
る

よ
う
必
要
か
つ
適
切
な
監
督
義

務
が
あ
る
。
税
理
士
が
顧
客
か

ら
事
務
の
委
託
を
受
け
る
場
合

も
こ
れ
に
あ
た
る
。
ま
た
、
税

理
士
が
再
委
託
す
る
場
合
は
最

初
の
委
託
先
で
あ
る
顧
客
の
許

諾
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
顧

客
は
再
委
託
先
の
監
督
義
務
も

負
う
。

【
安
全
管
理
】
特

定
個
人
情
報
の
漏

え
い
、
滅
失
又
は

毀
損
の
防
止
そ
の

他
の
適
切
な
管
理

の
た
め
に
、
必
要

か
つ
適
切
な
安
全

管
理
措
置
義
務
が

あ
る
。
従
業
者
に

対
し
て
も
同
様
。

【
保
管
】
特
定
個

人
情
報
を
保
管
し

て
は
な
ら
な
い
。

継
続
的
に
必
要
が

あ
る
場
合
は
保
管

で
き
る
。
従
業
員

の
個
人
番
号
は
翌

年
以
降
も
継
続
的

に
利
用
す
る
必
要

が
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
の
で
保
管
で

き
る
。

【
利
用
】
個
人
番

号
を
利
用
で
き
る

事
務
に
つ
い
て

は
、
「
源
泉
徴
収

票
作
成
事
務
」
等

の
よ
う
に
特
定
す

る
こ
と
が
考
え
ら

れ
る
。
た
と
え
本

人
の
同
意
が
あ
っ

た
と
し
て
も
、
利
用
目
的
を
超

え
て
特
定
個
人
情
報
を
利
用
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
利
用
目

的
を
超
え
て
個
人
番
号
を
利
用

す
る
場
合
に
は
、
利
用
目
的
を

変
更
し
て
、
本
人
へ
の
通
知
等

を
行
う
必
要
が
あ
る
。

【
提
供
】
事
業
者
が
特
定
個
人

情
報
を
提
供
で
き
る
の
は
、
従

業
員
等
の
特
定
個
人
情
報
を
税

務
署
等
に
提
供
す
る
場
合
で
あ

る
。同
一
法
人
内
の
移
動
は
「提

供
」
で
は
な
く
「
利
用
」
に
あ

た
る
（
利
用
制
限
あ
り
）
。
事

業
者
間
の
移
動
は
「
提
供
」
に

あ
た
る
。

【
廃
棄
】
個
人
番
号
関
係
事
務

を
処
理
す
る
必
要
が
な
く
な
っ

た
場
合
で
、
法
令
で
定
め
ら
れ

て
い
る
期
間
を
経
過
し
た
場
合

に
は
、
廃
棄
又
は
削
除
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
場
合
、

削
除
、
廃
棄
し
た
記
録
を
保
存

す
る
。
ま
た
、
委
託
す
る
場
合

に
は
証
明
書
等
に
よ
り
確
認
す

る
必
要
が
あ
る
。

Ⅳ
　
国
税
分
野
に
お
け
る
Ｆ
Ａ

Ｑ
～
国
税
庁
Ｈ
Ｐ
よ
り
抜
粋
～

　
番
号
法
で
は
、法
人
番
号
は
、

個
人
番
号
と
は
異
な
り
利
用
範

囲
の
制
約
が
な
い
（
Ｑ
１
）
。

　
マ
イ
・
ポ
ー
タ
ル
は
、
平
成

�
年
１
月
を
目
途
と
し
て
利
用

開
始
予
定
。
そ
の
活
用
に
つ
い

て
は
、
①
自
己
の
過
去
の
税
務

申
告
や
納
付
履
歴
に
関
す
る
情

報
②
確
定
申
告
を
行
う
際
に
参

考
と
な
る
情
報
が
検
討
さ
れ
て

い
る
（Ｑ
４
）。

　
納
付
書
等
は
、
個
人
番
号
・

法
人
番
号
の
記
載
を
追
加
す
る

措
置
が
規
定
さ
れ
て
い
な
い
た

め
、
記
載
の
必
要
は
な
い
（Ｑ

６
）。

　
「
配
当
等
の
支
払
調
書
」
等

の
税
法
に
告
知
義
務
が
規
定
さ

れ
て
い
る
一
部
の
調
書
に
つ
い

て
は
、
３
年
間
の
猶
予
規
定
が

設
け
ら
れ
て
い
る
が
、「給
与
所

得
の
源
泉
徴
収
票
」
等
、
猶
予

規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
調

書
に
つ
い
て
は
、
平
成
�
年
１

月
以
降
の
支
払
い
に
係
る
調
書

の
提
出
ま
で
に
個
人
番
号
・
法

人
番
号
の
提
供
を
受
け
、
記
載

す
る
必
要
が
あ
る
（Ｑ
�
）。

　
事
業
者
や
税
務
署
が
行
う
本

人
確
認
に
つ
い
て
は
、
原
則
と

し
て
、①
個
人
番
号
カ
ー
ド
（番

号
確
認
と
身
元
確
認
）
、
②
通

知
カ
ー
ド
（
番
号
確
認
）
と
運

転
免
許
証
（
身
元
確
認
）
、
③

個
人
番
号
が
記
載
さ
れ
た
住
民

票
の
写
し
（
番
号
確
認
）
と
運

転
免
許
証
（
身
元
確
認
）
で
行

う
（Ｑ
９
）。

　
身
元
確
認
に
つ
い
て
は
、
雇

用
関
係
に
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら

本
人
に
相
違
な
い
こ
と
が
明
ら

か
と
判
断
で
き
る
場
合
は
必
要

な
い
。
た
だ
し
、
番
号
確
認
は

行
う
必
要
が
あ
る
（Ｑ
９
―

２
）。

　
個
人
番
号
の
提
供
を
受
け
る

都
度
、
本
人
確
認
を
行
う
必
要

が
あ
り
、
２
回
目
以
降
の
番
号

確
認
に
つ
い
て
困
難
な
場
合
に

は
、
初
回
の
も
の
で
確
認
す
る

こ
と
も
認
め
ら
れ
て
い
る
（Ｑ

９
―
３
）。

　
税
務
署
が
税
理
士
等
の
代
理

人
の
本
人
確
認
を
行
う
場
合

は
、
原
則
と
し
て
、
①
委
任
状

②
代
理
人
の
個
人
番
号
カ
ー
ド

や
運
転
免
許
証
（
身
元
確
認
）

③
顧
客
の
個
人
番
号
カ
ー
ド
や

通
知
カ
ー
ド
の
写
し
な
ど
に
よ

る
。
な
お
、
原
則
的
な
方
法
に

よ
る
身
元
確
認
が
困
難
な
場
合

に
は
、税
理
士
名
簿
の
確
認
（身

元
確
認
）
等
に
よ
る
方
法
が
認

め
ら
れ
て
い
る
（Ｑ
�
）。

Ⅴ
　
今
後
の
課
題

　
番
号
法
は
個
人
情
報
保
護
法

の
個
別
法
と
い
う
位
置
付
け
と

な
る
た
め
、
罰
則
規
定
等
が
従

来
の
個
人
情
報
保
護
法
よ
り
重

く
な
る
。
従
業
員
が
フ
ァ
イ
ル

を
違
法
に
作
成
し
た
場
合
に
お

い
て
も
監
督
責
任
が
発
生
す
る

の
で
、
管
理
、
教
育
、
研
修
等

の
措
置
が
必
要
で
あ
る
。ま
た
、

顧
客
は
委
託
先
（
税
理
士
）
に

つ
い
て
も
監
督
義
務
を
負
う
。

税
理
士
は
特
定
個
人
情
報
の
取

扱
い
に
つ
い
て
、
管
理
体
制
等

を
顧
客
に
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
る
こ

と
と
な
る
の
で
、
十
分
な
対
策

が
必
要
と
な
る
。

Ⅵ
　
お
わ
り
に

　
経
済
基
盤
が
ぜ
い
弱
な
中
小

事
業
者
に
と
っ
て
、
消
費
税
の

税
率
引
上
げ
や
、
特
定
個
人
情

報
の
管
理
体
制
等
、
生
産
性
の

な
い
事
務
負
担
が
増
え
れ
ば
手

間
や
コ
ス
ト
が
か
か
り
、
経
営

環
境
も
厳
し
く
な
る
。

　
附
則
第
６
条
第
１
項
に
お
い

て
、
施
行
後
３
年
を
目
途
と
し

て
拡
大
利
用
を
検
討
す
る
よ
う

で
あ
る
が
、
政
府
は
、
国
民
の

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
、
費
用
対
効

果
、
情
報
管
理
の
観
点
か
ら
必

要
以
上
に
利
用
範
囲
を
拡
大
す

る
こ
と
な
く
、
適
正
な
制
度
設

計
を
図
る
べ
き
で
あ
り
、ま
た
、

税
理
士
業
界
に
お
い
て
も
引
き

続
き
、
注
視
、
提
言
し
て
い
く

べ
き
で
あ
る
。

政
策
副
委
員
長
　
菅
原
　
祥
元

東 京 税 政 連（３） 第１９８号２０１５年（平成２７年）１月１日（木曜日） 　　


